
 

令和 7年度 「夜の水族館」演出装置設置運用業務 仕様書 

 

 公益財団法人下関海洋科学アカデミー（以下「甲」という。）と受託者（以下「乙」という。）との間

における令和 7年度「夜の水族館」演出装置設置運用業務に関する仕様の大要は次のとおりとする。な

お、乙は状況に応じて保全上必要と認める業務で、契約上合理的な範囲内のものについては、この仕様

書に記載されていない事項であっても、甲の指示に従って誠実に実施しなければならない。 

 

1． 開催日時    

自 令和 7年 8月 1日（金） 

至 令和 7年 8月 24日（日） 

※改修工事に伴う休館期間により開始日が変更となる場合があります。 

夜の水族館営業時間：18：00～20：30 

18：00～22：00（8/13のみ ※関門海峡花火大会実施の場合） 

 

2． 実施場所 

下関市あるかぽーと 6番 1号 下関市立しものせき水族館 

 

3． 実施目的 

夜間に水族館施設全体に演出照明を行い、昼間とは異なる演出を行うことで、来館者の好奇心を

あおり、展示生物への興味関心をさらに高めていただく。 

 

4． 業務の内容 

別紙① 令和 7 年度「夜の水族館」演出装置設置運用業務 内容概要書のとおり 

 

5． 一般的事項 

（1） 乙は委託業務の契約後、速やかに緊急連絡体制表と委託期間の工程表を甲に提出すること。 

（2） 乙は、委託業務に際し事前に必要と思われる個所を補強養生し、設備及び設備周辺を業務実

施前の状態に維持しなければならない。 

（3） 業務の内容および工程については担当者と十分に打ち合わせすること。 

（4） 期間中、お客様の安全を十分考慮すること。 

（5） 乙は現場管理を必ず実施し、甲担当者と密に連絡をとること。 

（6） 展示物などに破損や劣化が生じた場合は乙の責任において適正に補修すること。 

（7） 撤去においては、会場の現状に復旧すること。 

（8） 乙は業務終了後、速やかに業務完了報告書を作成し甲に提出すること。 

（9） 業務内容は、甲の運営上の都合により変更する場合がある。 

 

6． その他 

    この仕様書に定めない事項及び、本業務に必要と認められる事項は甲乙協議の上、適正に処理する

ものとする。 

以上 


